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発議第２号 

 

   地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 地方自治法第９９条及び会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり

意見書案を提出する。 

 

  平成３０年６月２８日 

 

 

 廿日市市議会議長 仁  井  田  和  之 様 

 

 

            提出者 廿日市市議会議員 広 畑 裕一郎 

            賛成者      〃        新 田 茂 美 

             〃       〃        大 﨑 勇 一 

             〃      〃     中 島 康 二 

             〃      〃     山 田 武 豊 

             〃       〃        高 橋 みさ子 

             〃       〃        岡 本 敏 博 

  



- 2 - 

 

   地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

 

地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行す

る中での医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果た

す役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイ

ナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、

新たな政策課題に直面しています。 

 一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中

で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となって

おり、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす

必要があります。 

 こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産

業化」など地方財政をターゲットとした歳出削減にむけた議論が加速して

います。とくに、「トップランナー方式」の導入は、民間委託を前提とし

た地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につ

ながることが危惧されるものとなっています。「インセンティブ改革」と

あわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導ともとれ、客観・中立で

あるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。 

 本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面を担保するのが地方

財政計画の役割です。しかし、財政再建目標を達成するためだけに歳出削

減が行われ、結果として不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であ

り、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。 

 このため、平成３１年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳

入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と

地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事項の

実現を求めます。 

 

記 
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１．社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、

増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般

財源総額の確保をはかること。 

 

２．子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステム

の構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直

しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会

保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。 

 

３．地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって

人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展

開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含

めた検討を行うこと。 

 

４．災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで

以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急

防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、

平成２７年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営

に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検

討すること。 

 

５．地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を

対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議

を進めること。 

同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与え

る影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障

が生じることがないよう対応をはかること。 

 

６．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合
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併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に

配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。 

同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に

依存しないものとし、対象国税４税（所得税・法人税・酒税・消費税）

の地方に対する法定率の引き上げを行うこと。 

 

７．自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成３０年６月２８日 

 

                   広島県廿日市市議会 

 

  意見書提出先 

 

 内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 宛 

 内 閣 官 房 長 官  菅   義 偉 宛 

 総 務 大 臣  野 田 聖 子 宛 

 財 務 大 臣  麻 生 太 郎 宛 

 経 済 産 業 大 臣  世 耕 弘 成 宛 

 内閣府特命担当大臣（地方創生規制改革担当） 梶 山 弘 志 宛 

 内 閣 府 特 命 担 当 大 臣 （ 経 済 財 政 政 策 担 当 ）  茂 木 敏 充 宛 
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発議第３号 

 

   地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常

勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書 

 

 地方自治法第９９条及び会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり

意見書案を提出する。 

 

  平成３０年６月２８日 

 

 

 廿日市市議会議長 仁  井  田  和  之 様 

 

 

            提出者 廿日市市議会議員 広 畑 裕一郎 

            賛成者      〃        新 田 茂 美 

             〃       〃        大 﨑 勇 一 

             〃      〃     中 島 康 二 

             〃      〃     山 田 武 豊 

             〃       〃        高 橋 みさ子 

             〃       〃        岡 本 敏 博 
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   地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常

勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書（案） 

 

平成２８年に実施した総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤

職員は全国で約６４万人とされ、いまや自治体職員の３人に１人が臨時・

非常勤職員です。職種は行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食

調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学

校教育など多岐にわたっています。また、その多くの職員が、恒常的業務

に就いており、地方行政の重要な担い手となっています。 

平成２９年５月１１日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成

立しました。新たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、非

常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員

との均等待遇を求めています。 

 つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改

善、雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。 

 

記 

 

１．パートタイムの「会計年度任用職員」に勤勉手当や退職手当の支給を

認めていない地方自治法を改正すること。 

 

２．非正規労働者の格差是正を求める「同一労働同一賃金」の法改正の動

向を踏まえ、パートタイム労働法の趣旨を、「会計年度任用職員」に適

用させるよう法整備をはかること。また、必要な財源を確保すること。 

 

３．会計年度任用職員の処遇改善、雇用安定をはかるため、任期の定めの

ない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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平成３０年６月２８日 

 

                   広島県廿日市市議会 

 

  意見書提出先 

 

 内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 宛 

 内 閣 官 房 長 官  菅   義 偉 宛 

 総 務 大 臣  野 田 聖 子 宛 

 財 務 大 臣  麻 生 太 郎 宛 

 厚 生 労 働 大 臣  加 藤 勝 信 宛 
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発議第４号 

 

   少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度 

   ２分の１復元をはかるための平成３１年度政府予算に係る意 

   見書 

 

 地方自治法第９９条及び会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり

意見書案を提出する。 

 

  平成３０年６月２８日 

 

 

 廿日市市議会議長 仁 井 田 和 之 様 

 

 

          提出者 廿日市市議会議員 栗 栖 俊 泰 

          賛成者      〃        石 塚 宏 信 

           〃       〃        隅 田 仁 美 

           〃       〃        北 野 久 美 

           〃      〃     田 中 憲 次 

           〃      〃     徳 原 光 治 

           〃       〃        松 本 太 郎 
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   少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度 

   ２分の１復元をはかるための平成３１年度政府予算に係る意 

   見書(案） 

 

 日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数や教員１人

当たりの児童生徒数が多くなっています。また、障害者差別解消法の施行

にともなう障害のある子どもたちへの合理的配慮への対応、日本語指導な

どを必要とする子どもたちへの支援、いじめ・不登校などの課題など、学

校をとりまく状況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡

大しています。また、学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加し

ています。こうしたことの解決にむけて、少人数学級の推進などの計画的

定数改善が必要です。 

 自治体によっては、厳しい財政状況の中、独自財源による３０人～３５

人以下学級が行われています。このことは、自治体の判断として少人数学

級の必要性を認識していることの現れであり、国の施策として財源保障す

べき必要があります。また､文部科学省が実施した｢今後の学級編制及び教

職員定数に関する国民からの意見募集｣では､約６割が「小中高校の望まし

い学級規模」として､２６人～３０人を挙げています。国民も３０人以下学

級を望んでいることは明らかです。 

 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」に

より、義務教育費国庫負担制度の負担割合が２分の１から３分の１に引き

下げられました｡その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員も増えてい

ます｡子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられる

ことが憲法上の要請です。 

 子どもの学ぶ意欲･主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であ

り、子どものための条件整備が不可欠です。こうした観点から､平成３１年

度政府予算編成において下記事項が実現されるよう要請いたします。 

 

記 
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１．少人数学級を進進すること。具体的学級規模は､ＯＥＣＤ諸国並みのゆ

たかな教育環境を整備するため、３０人以下学級とすること。 

 

２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担

制度の負担割合を２分の１に復元すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

  平成３０年６月２８日 

 

                    広島県廿日市市議会 

 

  意見書提出先 

 

 衆 議 院 議 長  大 島 理 森 宛 

 参 議 院 議 長  伊 達 忠 一 宛 

 内閣総理大臣  安 倍 晋 三 宛 

 財 務 大 臣  麻 生 太 郎 宛 

 文部科学大臣  林   芳 正 宛 
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発議第５号 

 

   ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書 

 

 地方自治法第９９条及び会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり

意見書案を提出する。 

 

  平成３０年６月２８日 

 

 

 廿日市市議会議長 仁 井 田 和 之 様 

 

 

            提出者 廿日市市議会議員 栗 栖 俊 泰 

            賛成者      〃        石 塚 宏 信 

             〃       〃        隅 田 仁 美 

             〃       〃        北 野 久 美 

             〃      〃     田 中 憲 次 

             〃      〃     徳 原 光 治 

             〃       〃        松 本 太 郎 
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   ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書（案） 

 

 ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病

の方、または妊娠初期の方など外見からは容易に判断が難しいハンディキ

ャップのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるマーク

である。ヘルプマーク及びヘルプカードについては、平成２４年に東京都

が作成・配布を開始し、本市においても平成２９年８月より配布している。

昨年７月には、ヘルプマークが日本工業規格（ＪＩＳ）の案内用図記号と

して追加され、国としての統一的な規格となってからは、その流れが全国

へと広がっている。 

 このヘルプマーク及びヘルプカードについては、援助や配慮を必要とす

る方が所持・携帯していることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見

た人が理解していないと意味を持たないため、今後は、その意味を広く国

民全体に周知し、思いやりのある行動をさらに進めていくことが重要であ

る。 

 しかし、国民全体における認知度はいまだ低く、また公共交通機関への

ヘルプマークの導入など課題も浮き彫りになってきている。 

 よって国におかれては、心のバリアフリーであるヘルプマーク及びヘル

プカードのさらなる普及促進を図るため、下記の事項について取り組むこ

とを強く求める。 

 

記 

 

１．「心のバリアフリー推進事業」など、自治体が行うヘルプマーク及び 

 ヘルプカードの普及や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を今 

 後も充実させること。 

 

２．関係省庁のホームページや公共広告の活用など、国民へのさらなる情 

 報提供や普及、理解促進を図ること。 
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３．鉄道事業者など自治体を越境している公共交通機関では、ヘルプマー 

 ク導入の連携が難しい状況にあるため、今後はスムーズな導入が図られ  

 るよう国としての指針を示すこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

  平成３０年６月２８日 

 

                    広島県廿日市市議会 

 

  意見書提出先 

 

 衆 議 院 議 長  大 島 理 森 宛 

 参 議 院 議 長  伊 達 忠 一 宛 

 内閣総理大臣  安 倍 晋 三 宛 

 厚生労働大臣  加 藤 勝 信 宛 

 国土交通大臣  石 井 啓 一 宛 

 総 務 大 臣  野 田 聖 子 宛 

 


